
別紙（第 3条関係） 

平成  年  月  日 

財団法人日光市公共施設振興公社 理事長 宛 

申込者 住所（所在地）                    
    法人名（名称）                    
    代表者氏名                      
    電話番号                       
    FAX 番号                       
    メールアドレス                    
    担当者氏名                      

広告掲載申込書 
次のとおり広告掲載を申し込みます。 

種類 掲載位置 広告内容 掲載期間

□ 社用封筒(長３)
裏面 

□ 社用封筒(角 2） 
裏面 

□ 
パンフレット、
リーフレット 
チラシ等 

□ ホームページ用バナー 
リンク先URL 

※財団使用欄 
承認日 事務局長 課長 係 URL確認 内容確認 受付日



広告の種類、掲載位置及び広告掲載料等 

種類 位置 規格 掲載期間 広告掲載料 掲載期間の
目安

社用封筒(長３) 裏面(全 6枠) 
90mm(幅) 

× 
25mm(高さ) 

使いきる 
まで 

5,000 円 6 ヶ月 

社用封筒(角 2） 裏面(全 12 枠) 10,000 円 1 年 

パンフレット、 
リーフレット等

財団が指定する
位置 30,000 円 3 年 

ホームページ用 
バナー 

トップページの
当財団が指定す
る位置 

50ﾋﾟｸｾﾙ(天地) 
× 

150ﾋﾟｸｾﾙ(左右) 
容量：8kB以内 
ファイル形式： 
GIF､JPEG

1 ヶ月 5,000 円 －

6 ヶ月 10,000 円 －

12 ヶ月 30,000 円 －

（ホームページ掲載広告の一時中止）  
１ 広告掲載期間中に次の各号のいずれかに該当することが生じた場合は、広告主が適切な措置を講じるまでの間、広告掲載を中
止することができることとします。 

（１）広告主が指定したサイトが存在しなくなったとき 
（２）広告主が指定したサイトに、次に定める内容が存在したとき又は同内容を含むサイトへのリンクが存在したとき 

 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの、 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの、人権侵害となるもの
又はそのおそれのあるもの、政治性又は宗教性のあるもの 
個人の氏名を広告するもの、公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの 
美観風致を害するおそれのあるもの、その他広告を掲載することが適当でないと認められるもの 

（３）広告主が指定したサイトに広告主の管理が及ばなくなったとき 
（ホームページ広告掲載の削除） 
２ 当財団は、広告主が次の各号のいずれかに該当した場合、広告主に対し何らの催告なしにホームページから広告主の広告を削除
することができることとします。 

（１）破産、民事再生、会社更生、会社整理または特別精算の申し立てがされたとき 
（２）解散、営業停止状態となったとき 
（３）広告主の信用状態に重大な変化が生じたとき 
（５）広告主の業務運営が広序良俗に反し、広告主の広告をホームページに掲載することがふさわしくないと判断したとき 
（６）その他各号に準ずる事由があるとき 
（広告掲載料の返還） 
３ 広告掲載料金は、返還いたしません。ただし、広告主の責めに帰さない理由により、広告が掲載できなかったときは、この限り
ではありません。 
（免責事項） 
４ 広告主は、以下の事由により広告の掲載が一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、広告掲載中止による広告掲
載料の返還、損害の補償等を当財団に請求しないこととします。 

（１）サーバー、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のための停止 
（２）火災及び地震、水害、落雷等の天災、悪意を持つ第三者によるサーバー・コンピュータへの不正アクセス、通信回線等の事
故・障害による停止 


